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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
傾斜コイル（１８）に電流を提供するための傾斜増幅器出力段（１０）であって、
第１のブリッジ増幅器（１２）と、
前記第１のブリッジ増幅器（１２）と並列に結合されると共に、第１の電圧にある電圧サ
プライを前記第１のブリッジ増幅器（１２）に提供するように構成された第１のＤＣ電圧
源（２０）と、
前記第１のブリッジ増幅器（１２）と直列に結合された第２のブリッジ増幅器（１４）と
、
前記第２のブリッジ増幅器（１４）と並列に結合されると共に、第２の電圧にある電圧サ
プライを前記第２のブリッジ増幅器（１４）に提供するように構成された第２の直流電圧
源（２２）と、
前記第１のブリッジ増幅器（１２）及び前記第２のブリッジ増幅器（１４）の両者と直列
に結合された第３のブリッジ増幅器（１６）と、
前記第３のブリッジ増幅器（１６）と並列に結合されると共に、第３の電圧にある電圧サ
プライを前記第３のブリッジ増幅器（１６）に提供するように構成された第３の直流電圧
源（２４）と、
を備え、
前記第１のブリッジ増幅器（１２）及び前記第３のブリッジ増幅器（１６）は前記傾斜コ
イル（１８）に誘導性の電圧降下を提供し、前記第２のブリッジ増幅器（１４）は前記傾



(2) JP 4732021 B2 2011.7.27

10

20

30

40

50

斜コイル（１８）に抵抗性の電圧降下を提供する傾斜増幅器出力段（１０）。
【請求項２】
前記第２の直流電圧源（２２）の前記第２の電圧は前記第１の直流電圧源（２０）の前記
第１の電圧より小さい、請求項１に記載の傾斜増幅器出力段。
【請求項３】
前記第１の直流電圧と前記第３の直流電圧は実質的に等しい、請求項１に記載の傾斜増幅
器出力段。
【請求項４】
前記第１の直流電圧は８００ボルトである、請求項１に記載の傾斜増幅器出力段。
【請求項５】
前記第２の直流電圧は４００ボルトである、請求項１に記載の傾斜増幅器出力段。
【請求項６】
前記第１のブリッジ増幅器（１２）は第１の周波数で切り替わり、前記第２のブリッジ増
幅器（１４）は第２の周波数で切り替わり、かつ前記第３のブリッジ増幅器（１６）は第
３の周波数で切り替わる、請求項１に記載の傾斜増幅器出力段。
【請求項７】
前記第１の周波数は前記第２の周波数と異なっている、請求項６に記載の傾斜増幅器出力
段。
【請求項８】
前記第１の周波数は３１．２５ｋＨｚである、請求項６に記載の傾斜増幅器出力段。
【請求項９】
前記第２の周波数は６２．５ｋＨｚである、請求項６に記載の傾斜増幅器出力段。
【請求項１０】
前記傾斜コイル（１８）は、前記第１のブリッジ増幅器（１２）、前記第２のブリッジ増
幅器（１４）及び前記第３のブリッジ増幅器（１６）と直列に結合されている、請求項１
に記載の傾斜増幅器出力段。

                                                                                

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、全般的には磁気共鳴イメージングシステム（ＭＲＩ）に関し、より具体的に
はＭＲＩシステムでの使用に適応させた増幅器の切り替えに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来のＭＲＩデバイスは、概してＭＲＩ手技を受ける対象の中心軸に沿った均一な磁場
を確立させている。この均一磁場は、核スピン（例えば医学用途では、身体組織を形成す
る原子や分子内の核スピン）をこの磁場の方向に沿って整列させることによって撮像対象
の磁気回転物質に影響を与える。この核スピンの向きが乱されて磁場との整列から外れる
と、これらの原子核はそのスピンを磁場と再整列させようとする。核スピンの向きの乱れ
は、典型的には、関心対象物質のラーモア周波数に同調させた無線周波数（ＲＦ）パルス
の印加によって引き起こされる。再整列過程の間に、原子核はその軸の周りで歳差運動し
て電磁的信号を放出し、これを対象上または対象の周りに配置させた１つまたは複数のＲ
Ｆ検出器コイルによって検出することができる。
【０００３】
　歳差運動する所与の原子核によって放出される磁気共鳴（ＭＲ）信号の周波数は、その
原子核の位置における磁場の強度に依存する。主磁場の上に傾斜磁場を付与するように傾
斜コイルによって生じさせるエンコード（典型的には、位相及び周波数エンコード）を用
いることによって、対象内部の様々な位置から発せられる信号を識別することが可能であ
る。典型的なＭＲＩシステムは、Ｘ、Ｙ及びＺ軸に沿ってそれぞれの磁場を提供するため
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に３つの傾斜コイルを備えている。傾斜コイルの制御によって、対象内部の位置のエンコ
ードのための軸の向き調整、並びに撮像のための所望の「スライス」の選択が可能となる
。
【０００４】
　傾斜コイルは、画像スライスの位置特定を可能にすると共に、位相エンコード及び周波
数エンコードを提供するために主磁場の上に重ね合わせられる追加的な磁場を発生させる
。このエンコードによって後続の画像再構成の際に共鳴信号の起点の特定が可能となる。
画質及び分解能は与える磁場を如何に制御できるかに大きく依存する。より速い撮像速度
を達成するには、その傾斜磁場は数ｋＨｚの周波数で変更されるのが普通である。傾斜コ
イルの制御は一般に、パルスシーケンス記述と呼ぶ事前に確定されたプロトコルまたはシ
ーケンスに従って実行されており、これによって、医学の分野では多くの種類の組織を撮
像しかつ別の組織から識別することが可能となり、あるいは別の応用分野では関心対象の
様々な特徴の撮像が可能となる。
【０００５】
　典型的には、傾斜コイルは、数百アンペアの電流及び数千ボルトの電圧レンジで動作す
る。したがって、傾斜コイルは、必要な電流及び電圧レベルをコイルに供給するための傾
斜増幅器を必要とする。傾斜増幅器は典型的には出力増幅器（ｐｏｗｅｒ　ａｍｐｌｉｆ
ｉｅｒ）である。高品質の画像を提供する高性能のＭＲＩシステムに関するコイル電流の
任意の電流レベルについて必要な信号精度は１ミリアンペア未満となることがあるため、
増幅器設計は非常に複雑となることがある。
【０００６】
　傾斜増幅器のこれまでの実現形態では、高い忠実度を提供する線形増幅器（ｌｉｎｅａ
ｒ　ａｍｐｌｉｆｉｅｒ）を必要とした。しかし、現在の出力レベルでは、電圧及び電流
がより大きいためこれらの増幅器を使用することは実用的でなくなる。現今の技法は、線
形増幅器を切り替え式出力段と組み合わせた混成システムを使用している。こうしたシス
テムは、並列としたブリッジ、あるいはシステム要件を満たすように積み重ねたブリッジ
を使用しており、典型的には出力半導体デバイスが利用される。線形増幅器はバンド幅及
び制御を提供しており、一方切り替え式出力段は迅速な遷移のための電圧の上昇を提供し
ている。
【特許文献１】米国特許第６１６６６０２号
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　より大きな出力レベルを提供する能力などこうしたシステムには本質的な利点が存在す
るが、これらの混成設計の性能は線形増幅器の機能によって制限される。主磁場内に妥当
な傾斜を誘導することが可能なより良好な機能の傾斜コイルがあれば、対費用効果の増加
、動的パフォーマンスの改善、検査時間の短縮、空間分解能の改善、時間分解能の改善、
並びに得られる画像の品質の大幅な改善など、数多くの利点を得ることが可能となる。
【０００８】
　目下のＭＲＩ傾斜増幅器技法は限界があるため、新規の回路トポロジー及び制御機構を
介して大きな出力を提供しかつ高い忠実度を与える新たな出力段アーキテクチャに対する
必要性が存在する。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　簡単に述べるの、本技法の一態様では、傾斜増幅器出力段によって傾斜コイルに電流を
提供する。この出力段は、第１の電圧で動作している第１のブリッジ増幅器、第２の電圧
で動作している第２のブリッジ増幅器、第３の電圧で動作している第３のブリッジ増幅器
、及び傾斜コイルの直列結合を含んでいる。
【００１０】
　本技法の別の態様では、傾斜増幅器は、第１の電圧で動作している第１のブリッジ増幅
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器、第２の電圧で動作している第２のブリッジ増幅器、第３の電圧で動作している第３の
ブリッジ増幅器、及び傾斜コイルの直列結合を含む傾斜増幅器出力段と、第１の実施形態
の傾斜増幅器出力段と、を備えている。
【００１１】
　本技法の別の態様では、傾斜増幅器は、第１の電圧で動作している第１のブリッジ増幅
器、第２の電圧で動作している第２のブリッジ増幅器、第３の電圧で動作している第３の
ブリッジ増幅器、及び傾斜コイルの直列結合を含む傾斜増幅器出力段と、第２の実施形態
の傾斜増幅器出力段と、を備えている。
【００１２】
　本技法のさらに別の態様では、傾斜コイルに電流を供給するための方法を提供する。本
方法は、第１の電圧にある電圧サプライを第１のブリッジ増幅器に提供する工程と、第２
の電圧にある電圧サプライを第２のブリッジ増幅器に提供する工程と、第３の電圧にある
電圧サプライを第３のブリッジ増幅器に提供する工程と、これら第１、第２及び第３のブ
リッジ増幅器を傾斜コイルと直列に結合する工程と、３つのブリッジ増幅器のそれぞれに
よって傾斜増幅器の両端に加えられる出力を変調するためのパルス幅変調スキームを適用
する工程と、を含む。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１３】
　本発明に関するこれらの特徴、態様及び利点、並びにその他の特徴、態様及び利点につ
いては、同じ参照符号が図面全体を通じて同じ部分を表している添付の図面を参照しなが
ら以下の詳細な説明を読むことによってより理解が深まるであろう。
【００１４】
　ここで図面に移り先ず図１を参照すると、第１のブリッジ増幅器１２、第２のブリッジ
増幅器１４、第３のブリッジ増幅器１６、傾斜コイル１８、第１の直流（ＤＣ）電圧源２
０、第２のＤＣ電圧源２２、及び第３のＤＣ電圧源２４を備えるような傾斜増幅器出力段
１０の一実施形態を模式的に表している。構成要素のそれぞれについては、以下でさらに
詳細に記載する。
【００１５】
　図１に表した実施形態では、第１のＤＣ電圧源２０は、第１のブリッジ増幅器１２の両
端に結合されており、第２のＤＣ電圧源２２は第２のブリッジ増幅器１４の両端に結合さ
れており、また第３のＤＣ電圧源２４は第３のブリッジ増幅器１６の両端に結合されてい
る。さらに、第１のブリッジ増幅器１２、第２のブリッジ増幅器１４及び第３のブリッジ
増幅器１６は、一緒に傾斜コイル１８と直列に結合されている。第１のブリッジ増幅器１
２はさらにトランジスタ・モジュール２６、２８、３０及び３２を備えている。トランジ
スタ・モジュール２６及び２８は、絶縁ゲート型バイポーラ接合トランジスタ（ＩＧＢＴ
）や酸化金属半導体電界効果トランジスタ（ＭＯＳＦＥＴ）などの適当な任意のタイプの
半導体切り替えデバイスとすることがあり、ブリッジ増幅器１２の第１の脚を形成するよ
うに直列に接続されている。同様に、トランジスタ・モジュール３０及び３２は、ブリッ
ジ増幅器１２の第２の脚を形成するように直列に接続されている。第１及び第２の脚は並
列に接続されている。これらの接続の性質のために、これらの脚のうちのいずれか１つを
入力と考えることができ、またもう一方の脚を出力とすることができる。同様の製作方法
によって、トランジスタ・モジュール３４、３６、３８及び４０によって第２のブリッジ
増幅器１４が構成されており、かつトランジスタ・モジュール４２、４４、４６及び４８
によって第３のブリッジ増幅器１６が構成されている。
【００１６】
　典型的な用途の１つでは、図示した傾斜増幅器は磁気共鳴イメージング（ＭＲＩ）シス
テムなどの様々なシステムで使用されることがある。ＭＲＩシステムは３つの傾斜コイル
から構成されるのが普通である。したがって、各傾斜コイルは、本明細書に記載したタイ
プの対応する傾斜増幅器によって駆動している。傾斜コイルは、迅速な撮像のために数キ
ロヘルツまでの周波数で傾斜磁場を生成することによってＭＲＩシステムの主磁場を変更
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するために使用される。傾斜コイルのインダクタンスの典型的なレベルは、数百マイクロ
ヘンリーから数ミリヘンリーまでの範囲となることがあり得る。傾斜コイルの典型的な電
圧及び電流レベルは、概ね数千ボルト及び数百アンペアとすることがあり得る。以下に記
載する実施形態はＭＲＩシステムの用途に関するものとするが、本技法の使用範囲には、
非常に高い忠実度の高電圧かつ高電流が必要とされる別の領域が含まれることに留意すべ
きである。
【００１７】
　図１について続けると、ブリッジ増幅器１２、１４、１６は同じトポロジーをなしてい
る。そのブリッジ増幅器の両端に加えられる電圧に応じて、ブリッジ増幅器のトランジス
タ・モジュールは様々なタイプとすることができる。例えば、印加電圧が約８００ボルト
のとき、そのトランジスタ・モジュール２６は電圧定格がより高いが速度は比較的低速で
あることがあり得る。印加電圧が約４００ボルトのとき、そのトランジスタは電圧定格が
より低いが速度は比較的高速であることがあり得る。一般に市販されているトランジスタ
の電流定格は、ブリッジ増幅器を並列接続とすることを要しない設計を可能にする。３つ
のブリッジ増幅器１２、１４、１６の交互動作（ｉｎｔｅｒｌｅａｖｅｄ　ｏｐｅｒａｔ
ｉｏｎ）によって、低振幅のリップルを有する電流が提供される。一実施形態では、第１
のブリッジ増幅器及び第３のブリッジ増幅器は約３１．２５ｋＨｚの周波数で切り替わっ
ており、一方第２のブリッジ増幅器は約６２．５ｋＨｚの周波数で切り替わることができ
る。より詳細には以下で検討するが、さらに本実施形態では、増幅器１２及び１６によっ
てより高い電圧出力（例えば、８００ボルト）が提供され、一方増幅器１４によってより
低い電圧出力（例えば、４００ボルト）が提供される。ブリッジ増幅器１２、１４、１６
を適当に切り替えることによって、全体的な性能を改善させた様々な中間的な合成電圧が
達成される。傾斜コイルに伝えられる総電力は、典型的には、有効電力及び無効電力成分
からなる。これらの成分を適正な方式で制御することによって、傾斜コイル１８に伝えら
れる電力の安定性を保証することができる。制御によって、傾斜コイルに供給される無効
電力成分のいずれの一部分もこれらのブリッジ増幅器間に流れないことを保証している。
以下の段落では、本技法の態様に従った傾斜増幅器制御段の例示的な実施形態を例示しか
つ詳細に説明している。
【００１８】
　図２は、傾斜増幅器出力段１０（図１に示す）を備えた例示的な傾斜増幅器と、傾斜増
幅器制御段５０の一実施形態と、を表している。傾斜増幅器制御段５０は、傾斜コイル１
８の両端のインダクタンス電圧降下に基づくフィードフォワード機構５２と、傾斜コイル
１８の抵抗性の電圧降下に基づく第２のフィードフォワード機構５４と、傾斜コイル１８
からのフィードバック電流５８の基準電流６０からの偏差に基いてフィードバックを提供
する比例積分形（ＰＩ）制御機構５６と、を含んでいる。傾斜コイル１８からのフィード
バック電流５８は電流センサによって得られる。基準電流６０とフィードバック電流５８
の間の差のことを誤差電流６２と呼ぶ。傾斜増幅器制御段５０は、上述したような方式で
接続されたブリッジ１２、１４及び１６の各々において様々なトランジスタ・モジュール
に対する切り替えを変更するための制御信号をブリッジ増幅器１２、１４、１６に提供す
る。第１のブリッジ増幅器１２及び第３のブリッジ増幅器１４は、傾斜コイル１８に伝え
られる無効電力を処理しており、一方第２のブリッジ増幅器は傾斜コイル１８に伝えられ
る有効電力を処理している。上で言及した実施形態を使用する動作の利点の１つは、いか
なる種類の傾斜コイル電流に関してもＤＣ電圧源２０、２２及び２４の過電圧を生じない
ことである。第１及び第３のブリッジ増幅器１２、１６によって傾斜コイル１８に伝えら
れるエネルギーが第２のブリッジ増幅器１４のＤＣ電圧サプライ２２に戻されるとすると
、第２のブリッジ増幅器１４に過電圧を生じる可能性がある。理想的な動作に対するわず
かな偏差によって、第２のブリッジ増幅器ＤＣ電圧サプライに対してエネルギーの一部分
のみしか戻されないことがあり得る。戻されるエネルギーのこの一部分はブリッジ損失に
よって容易に消費される可能性がある。
【００１９】
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　図３は、第１のＤＣ電圧源、第２のＤＣ電圧源及び第３のＤＣ電圧源のそれぞれが８０
０ボルト、４００ボルト及び８００ボルトを供給している場合における、傾斜増幅器２８
の実施形態（図１に示しかつ上述した）に関する典型的な電流及び電圧波形を表している
。プロット６４は、傾斜コイル１８を駆動させる正弦波電流をある時間期間にわたって表
したものである。プロット６６は、傾斜コイル１８内の正弦波電流４２に比例する傾斜コ
イルの両端の電圧降下を表したものである。傾斜コイルの両端の電圧は、個々のブリッジ
増幅器１２、１４及び１６によって与えられる電圧の和である。このケースでは、傾斜コ
イルの両端の電圧は、パルス幅変調（ＰＷＭ）スキームを提供する方法に基づいて－２０
００ボルトから＋２０００ボルトの範囲で変更することが可能である。プロット６８は、
基準電流と実際のコイル電流の間の差にあたる誤差電流を表したものである。これまでの
段落で検討した理由によりこの誤差電流は小さい。
【００２０】
　図４は、第１のブリッジ増幅器１２、第２のブリッジ増幅器１４及び第３のブリッジ増
幅器１６のそれぞれが８００ボルト、４００ボルト及び８００ボルトの例示的な電圧で動
作している場合における、図２に示すような傾斜増幅器の一実施形態に対するＰＷＭスキ
ームをあるシミュレーション時間にわたって表したものである。プロット７０及び７２は
、ＰＷＭ制御スキームを実行するためのＰＷＭ搬送波波形を表したものである。プロット
７４は第２のブリッジ増幅器１４の１つの脚の両端の電圧を表したものである。プロット
７６は第２のブリッジ増幅器１４の第２の脚の両端の電圧を表したものである。プロット
７８は、第２のブリッジ増幅器の出力電圧を表したものである。プロット８０、８２は傾
斜増幅器制御段３０からのＰＷＭ搬送波を表したものである。プロット８４は第１のブリ
ッジ増幅器１２の出力電圧を表したものである。プロット８６は第３のブリッジ増幅器１
６の出力電圧を表したものである。プロット８８はプロット８４及び８６で示した第１の
ブリッジ増幅器１２と第３のブリッジ増幅器１６の出力電圧の和を表したものである。プ
ロット９０は、これら３つのブリッジ増幅器１２、１４、１６の電圧（プロット７８及び
８８で示す）の和にあたる傾斜コイル１８の両端の総電圧を表したものである。
【００２１】
　これらの増幅器のそれぞれの出力の相互作用によって出力電圧及び電流の組み合わせが
得られるように、増幅器のそれぞれごとに異なっているが相互に関連のあるＰＷＭ制御ス
キームが実現されることがあることは、当業者であれば理解されよう。さらに、異なる電
圧及び異なる切り替え周波数を適用することによって、これまでに知られている傾斜増幅
器と比較してノイズの実質的な低減を得ることができる。
【００２２】
　図５は、傾斜増幅器出力段１０（図１に示す）を備えた例示的な傾斜増幅器９２と、傾
斜増幅器制御段９４の第２の実施形態と、を表している。傾斜増幅器制御段９４は、傾斜
コイル１８の両端のインダクタンス電圧降下に基づくフィードフォワード機構９６と、傾
斜コイル１８の抵抗性の電圧降下に基づくフィードフォワード制御機構９８と、傾斜コイ
ル１８からのフィードバック電流１０４の基準電流１０６からの偏差に基いてフィードバ
ックを提供する比例積分形（ＰＩ）制御機構１００と、を含んでいる。傾斜コイル１８か
らのフィードバック電流５８は電流センサによって得られる。ＰＩ制御機構１００は誤差
電流１０８を漸進的に低下させるように駆動し過渡応答を改善させるのに役立つ。傾斜増
幅器制御段９４はさらに、最小の切り替え損失を達成するようなパルス幅変調を実行する
ために、次の段落でさらに詳細に検討することにする制御ロジック機構を組み込んだ制御
ロジック・モジュール１０２を含んでいる。
【００２３】
　図６は、図５に示すような傾斜増幅器９２の一実施形態の傾斜増幅器制御段９４内の制
御ロジック・モジュール１０２において使用される例示的な制御ロジック機構１１０を表
している。傾斜増幅器９２は、本実施形態の１つでは、第１、第２及び第３のブリッジ増
幅器１２、１４及び１６のそれぞれを８００ボルト、４００ボルト及び８００ボルトの例
示的電圧で動作するように適合させたときに、傾斜コイル１８に－２０００ボルトから＋
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２０００ボルトまでの電圧を提供することが可能である。横列１１２は傾斜増幅器によっ
て傾斜コイル１８に供給できる－２０００ボルトと＋２０００ボルトの間の指定の電圧サ
ブレンジを表しており、また縦列１２０はこのデバイスの様々なブリッジ増幅器を表して
いる。横列１１４は第１のブリッジ増幅器１２によって傾斜コイル１８に付与される電圧
を表している。横列１１６は第２のブリッジ増幅器１４によって傾斜コイル１８に付与さ
れる電圧を表している。横列１１８は第３のブリッジ増幅器１６によって傾斜コイルに付
与される電圧を表している。縦列１２２から１４０までは、この例示的なケースでは－２
０００ボルトから＋２０００ボルトまでで異なる様々な電圧サブレンジに関する３つのブ
リッジ増幅器１２、１４及び１６の出力に対応している。図６において、「Ｄ」及び「１
－Ｄ」はＰＷＭの比を意味（これらが示されている場合）している。この例示的なケース
では第１及び第３のブリッジ増幅器１２、１６が同時にパルス幅変調を受けることはない
が、本技法の別の実施形態では、これらのブリッジが一緒にパルス幅変調を受けることも
十分に可能であることは指摘に値しよう。
【００２４】
　本実施形態の１つでは、そのブリッジ増幅器に対する入力電圧が、出力をその供給源ま
で戻すことができない標準の電源によって提供されているため、各電源によってコイルに
伝えられるエネルギーは正になるように調節される。こうした動作は動作時に生じる可能
性があるエネルギー均衡の問題を排除するのに有効に役立つことがある。実際に、傾斜コ
イルの電流が変化すると傾斜コイルはチャージ状態及びディスチャージ状態となる。適正
な制御ロジック機構が利用されない場合、傾斜コイル１８は高い電圧サプライ２０、２４
からチャージを受けると共に、傾斜コイル１８はより低い電圧サプライ２２に対してディ
スチャージし、これによってＤＣ電圧サプライ２２の時間の経過に伴う増加を生じること
になる。エネルギーの均衡を維持しかつこうしたチャージの堆積を回避するために、第１
及び第２のブリッジ増幅器１２、１６からの電圧は、縦列１２４、１２８、１３４及び１
３８でそれぞれ表した－１６００から－１２００ボルト、－８００ボルトから－４００ボ
ルト、４００ボルトから８００ボルト、並びに１２００ボルトから１６００ボルトの電圧
レンジ間で切り換えられる。こうした切り替えによって、第２のブリッジ増幅器１４から
のＤＣ電圧サプライ２２のデューティサイクルが不変に維持される（ただしこの例示的な
ケースでは、指摘した電圧境界に関しては極性が反対である）。制御ロジック機構１１０
は、電圧境界のうちの１つを横切った動作の際に過電圧状態が生じないことを保証してい
る。
【００２５】
　図７は、図６の横列１１４、１１６及び１１８に示した電圧サブレンジに対応した制御
電圧と、図５に図示した傾斜増幅器９２の３つのブリッジ増幅器１２、１４、１６の両端
の出力電圧との関係１４２を、図６に図示した制御ロジック機構１１０を用いてグラフで
表したものである。水平軸１４４は、図５の制御ロジック１０２の入力の位置における制
御電圧を表している。垂直軸１４６は図６に示したＰＷＭ制御スキームから得られる第２
のブリッジ増幅器１４からの出力電圧を表しており、また垂直軸１４８は第１及び第３の
ブリッジ増幅器１２、１６からの合成出力電圧を表している。プロット１５０は、図６に
示すようなＰＷＭ制御を受けている場合における４００ボルトＤＣで動作する第２のブリ
ッジ増幅器１４からの出力電圧を表したものである。プロット１５２は、図６に示すよう
なＰＷＭ制御を受けている場合におけるそれぞれが８００ボルトで動作する第１及び第３
のブリッジ増幅器１２、１６からの合成出力電圧を表したものである。様々な電圧間隔１
５４～１７２は、図６に示す縦列１２２～１４０に対応する。
【００２６】
　図８は、図４に示す傾斜増幅器制御段に関する制御ロジック機構１４２を使用しかつ傾
斜コイル１８の両端を１２００ボルトとして動作させた場合における、ＭＲＩシステムに
対して適用可能なタイプのエコープラナー・イメージング（ＥＰＩ）波形に関するあるシ
ミュレーション時間にわたる典型的なシミュレーション結果を表したものである。プロッ
ト１７６及び１７８は、それぞれが８００ボルトで動作する第１及び第３のブリッジ増幅
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器１２、１６に対する入力電流を表したものである。プロット１８０は、第１及び第３の
ブリッジ増幅器１２、１６に対する入力電圧を表したものである。プロット１８２は、４
００ボルトで動作する第２のブリッジ増幅器１４に対する入力電圧を表したものである。
プロット１８４は、４００ボルトで動作する第２のブリッジ増幅器１４に対する入力電流
を表したものである。プロット１８６は傾斜コイル１８から計測したフィードバック電流
を表したものである。プロット１８８は傾斜コイル１８の両端の電圧を表したものである
。図８のグラフ表示から理解できるように、第２のブリッジ増幅器の両端の電圧（プロッ
ト１８０で示す）は、一定のリップルを維持しており過電圧のない安定した動作を示して
いることが分かる。
【００２７】
　図９は、図２に示す傾斜増幅器の一実施形態を用いた傾斜増幅器に関するシミュレーシ
ョン波形を時間を追って表したものである。プロット１９０は、ある傾斜コイルに対して
適用しようとするパルスシーケンス記述の例示的な一部分を表しており、シミュレーショ
ンのために時間を追って発生させたすべてのパルス信号を表している。システムの別の傾
斜コイルには別のパルスシーケンスが適用されることは当業者であれば理解されよう。プ
ロット１９２は、上述の回路構成及び制御方式を利用した場合における、パルスシーケン
ス記述１９０に対応するシミュレーション時間にわたる傾斜コイル１８の両端に得られる
電圧を表したものである。
【００２８】
　図２～５に示すような傾斜増幅器の実施形態を用いて傾斜コイルに電流を提供する例示
的な方法は単に一例として記載したものであることは当業者であれば理解されよう。図示
した実施形態では、第１のブリッジ増幅器１２が第１のＤＣ電圧サプライ２０に結合され
ており、第２のブリッジ増幅器１４が第２のＤＣ電圧サプライ２２に結合されており、か
つ第３のブリッジ増幅器１６が第３のＤＣ電圧サプライ２４に結合されている。第２に、
これら３つのブリッジ増幅器１２、１４及び１６は傾斜コイル１８と直列に結合されてい
る。さらに、傾斜増幅器制御段を用いたＰＷＭスキームは、この傾斜増幅器全体にわたっ
て適用され、傾斜コイル１８の両端に必要な電流及び電圧レベルを発生させている。この
パルス幅変調スキームは、図示しかつ上述した傾斜増幅器制御段のうちのいずれを含むこ
ともできる。一実現形態では、傾斜コイルに対する無効電力が第１組のブリッジ増幅器を
介して加えられることがあり、また傾斜コイルに対する有効電力が第１組のブリッジ増幅
器と直列に結合された第２組のブリッジ増幅器を介して加えられることがある。傾斜コイ
ルに対する有効電力及び無効電力の印加は、第１組のブリッジ増幅器と第２組のブリッジ
増幅器の両方を介して制御されることがある。別の実現形態では、傾斜コイルに対する有
効電力及び無効電力の印加は、第１組のブリッジ増幅器と第２組のブリッジ増幅器のうち
の一方を介しては全電力を加えるかまたは全く電力を加えず、かつ第１組のブリッジ増幅
器と第２組のブリッジ増幅器のうちのもう一方を介してはパルス幅変調した電力を加える
ことによって制御されることがある。本技法のさらに別の実現形態では、傾斜コイルに対
する有効電力及び無効電力の印加は、第１組のブリッジ増幅器と第２組のブリッジ増幅器
の両方からの電力をパルス幅変調することによって制御されることがある。ある種の実施
形態では、傾斜コイルに加えられる電力に対するパルス幅変調は図６に示すようにするこ
とがある。すべての例、並びにシミュレーションは３つのブリッジ増幅器１２、１４及び
１６に関する特定の動作電圧について例証したものであるが、これらは如何なる意味にお
いても限定と見なすべきではない。本明細書に記載した上で言及した制御段及び制御ロジ
ック機構は、ＭＲＩシステム、あるいは適当な別の任意の用途に関する傾斜コイルの動作
で必要となるユーザが望む任意の電圧レンジに適応させることができる。
【００２９】
　本発明のある種の特徴についてのみ本明細書において図示し説明してきたが、当業者に
よって多くの修正や変更がなされるであろう。したがって、添付の特許請求の範囲は、本
発明の真の精神の範囲に属するこうした修正及び変更のすべてを包含させるように意図し
たものであることを理解されたい。また、図面の符号に対応する特許請求の範囲中の符号
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は、単に本願発明の理解をより容易にするために用いられているものであり、本願発明の
範囲を狭める意図で用いられたものではない。そして、本願の特許請求の範囲に記載した
事項は、明細書に組み込まれ、明細書の記載事項の一部となる。
【図面の簡単な説明】
【００３０】
【図１】本技法の態様に従った傾斜増幅器出力段の一実施形態を表した模式図である。
【図２】図１に示したタイプの傾斜増幅器出力段を備える例示的な傾斜増幅器と傾斜増幅
器制御段の一実施形態を表した図である。
【図３】図２に示した傾斜増幅器の典型的な波形を表した図である。
【図４】図２に示したタイプの傾斜増幅器の傾斜増幅器制御モジュールの第１の実施形態
に関して実現させたパルス幅変調スキームの図である。
【図５】図１に示したタイプの傾斜増幅器出力段を備えた例示的な傾斜増幅器と傾斜増幅
器制御段の別の実施形態とを表した模式図である。
【図６】図５に示した傾斜増幅器内で具現化した例示的な制御ロジック機構の図表である
。
【図７】図５に示した傾斜増幅器の実施形態に関する制御電圧と傾斜コイルの両端の出力
電圧との関係を表した図である。
【図８】図５に示した傾斜増幅器の一実施形態におけるエコープラナー・イメージング（
ＥＰＩ）波形に関する典型的なシミュレーション結果を表したグラフである。
【図９】図２に示した傾斜増幅器制御段の一実施形態を用いた傾斜コイルに対する典型的
な電圧及び電流シミュレーション波形の図である。
【符号の説明】
【００３１】
　１０　傾斜増幅器出力段
　１２　第１のブリッジ増幅器
　１４　第２のブリッジ増幅器
　１６　第３のブリッジ増幅器
　１８　傾斜コイル
　２０　第１の直流（ＤＣ）電圧源
　２２　第２のＤＣ電圧源
　２４　第３のＤＣ電圧源
　２６　トランジスタ・モジュール
　２８　トランジスタ・モジュール
　３０　トランジスタ・モジュール
　３２　トランジスタ・モジュール
　３４　トランジスタ・モジュール
　３６　トランジスタ・モジュール
　３８　トランジスタ・モジュール
　４０　トランジスタ・モジュール
　４２　トランジスタ・モジュール
　４４　トランジスタ・モジュール
　４６　トランジスタ・モジュール
　４８　トランジスタ・モジュール
　５０　傾斜増幅器制御段
　５２　フィードフォワード機構
　５４　第２のフィードフォワード機構
　５６　比例積分形（ＰＩ）制御機構
　５８　フィードバック電流
　６０　基準電流
　６２　誤差電流
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　９２　傾斜増幅器
　９４　傾斜増幅器制御段
　９６　フィードフォワード機構
　９８　フィードフォワード制御機構
　１００　比例積分形（ＰＩ）制御機構
　１０２　制御ロジック・モジュール
　１０４　フィードバック電流
　１０６　基準電流
　１０８　誤差電流
　１１０　制御ロジック機構
　１４４　水平軸
　１４６　垂直軸
　１４８　垂直軸

【図１】 【図２】



(11) JP 4732021 B2 2011.7.27

【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】



(13) JP 4732021 B2 2011.7.27

10

20

フロントページの続き

(72)発明者  ホァン・アントニオ・サベイト
            アメリカ合衆国、ニューヨーク州、ギャンスフート、ハースストーン・ドライブ、３１番
(72)発明者  リチャード・エス・ツァン
            アメリカ合衆国、ニューヨーク州、レックスフォード、マラード・ドライブ、３２番
(72)発明者  ルイス・ホセ・ガルセス
            アメリカ合衆国、ニューヨーク州、ニスカユナ、アルヴァ・ロード、５０番
(72)発明者  ポール・マイケル・スツェスニー
            アメリカ合衆国、ニューヨーク州、ボールストーン・レイク、レイクヒル・ロード、３７番
(72)発明者  チーミン・リー
            中華人民共和国、シャンハイ、ファン・ファ・ロード、８１番、エイピーティー・５０１番
(72)発明者  ウィリアム・フレドリック・ワース
            アメリカ合衆国、ウィスコンシン州、ジョンソン・クリーク、ハイウェイ・ビー、ダブリュ３７６
            ３番

    審査官  右▲高▼　孝幸

(56)参考文献  特開平7－313489（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平10－309083（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平10－314140（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開2000－92856（ＪＰ，Ａ）　　　
              米国特許第6166602（ＵＳ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ａ６１Ｂ　　　５／０５５　　　
              Ｈ０３Ｆ　　　３／１８１　　　
              Ｈ０３Ｆ　　　３／６８　　　　


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

